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（1）キーワードから探す
入力欄に探したい情報を入力
し、横にあるサイト内検索ボ
タンをクリックしてください。

（2）病名を50音索引
　  　から探す

病気の解説、概要・診断基準等及
び臨床調査個人票については右
側メニューよりご覧いただけます。

（3）病気の解説・診断基準
　  臨床調査個人票の一覧

難病情報センター  TEL（03）3257-9021 FAX（03）3257-4788

公益財団法人難病医学研究財団の概要並びに賛助会員加入
及び寄付の申し込みについては財団ホームページをご覧ください。

（http://www.nanbyou.jp/）
公益財団法人難病医学研究財団
〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町1丁目7番地 ひまわり神田ビル2階

H29.4

ホ ー ム ペ ー ジ の 概 要

病気について知りたい、病気
に関するいろいろな情報を得
たいとき。

病気の解説として、一般利用
者向け、医療従事者向けに解
説があります。また、その病
気に関するよくある質問と回
答も掲載しています。

病名を50音別に一覧

ご案内
難病情報センター

「難病情報センター」では、厚生労働省が難治性疾患克服研究事業の
対象としている疾患の解説や各種制度の概要及び各相談窓口、連絡先などの
情報を厚生労働省などの支援によりインターネットで広く国民の皆さんに
提供しています。

Japan Intractable Diseases Information Center

難病情報センター公 益 財 団 法 人 
難病医学研究財団

http://www.nanbyou.or.jp/



医療受給者証の有効期間は？
原則として申請日から1年以内で都道府県が定める期間です。1年ごとに更新の申請が必要です。

ホームページには、以下の情報も掲載していますのでご活用ください。

指定難病の医療費助成を受けるためには？

難病の定義 医療費助成における自己負担上限額（月額）

※指定
医療機関

申請 提出
保健所等 都道府県

（審査）
医療受給者証

交付

 申請者
（対象患者）

◎指定難病の医療費助成を受けるためには、「医療受給者証」が必要です。対象となっている疾病と診断された場合は、
診断書と必要書類を合わせて、都道府県窓口に医療費助成の申請をする。

　※申請の窓口は、都道府県によって異なります。詳しくは住所地管轄の保健所等へお問い合わせください。
◎診断書と必要書類を合わせて、都道府県に申請し認定されると「医療受給者証」が交付されます。
　※認定されなかった場合は、その旨通知する文書が交付されます。
◎指定医療機関で「医療受給者証」を提示することで、医療費の助成が受けられます。

特定医療費の支給に当たっては医療保険制度、介護保険制度による給付を優先する（保険優先制度）。
通常、医療機関の窓口では、医療費の7割を医療保険が負担し、残りの医療費の3割を患者が自己負担することになるが、
特定医療費の支給認定を受けた場合は、指定医療機関での窓口負担が、自己負担上限額（月額）までとなる。
ただし、自己負担上限額と医療費の2割を比較して、自己負担上限額の方が上回る場合は、医療費の「2割」が窓口で
の負担額となる。

※難病指定医を受診し、診断書の交付を受ける。難病指定医及び指定医療機関については、難病情報センターホームページで検索するか、お住まいの都道府県
　の窓口にお問い合わせください。

都道府県難病相談
支援センター

都道府県
難病対策等
担当窓口一覧

難病相談支援員やピア相談
員（当事者）が、療養生活上
の悩みや不安、就労の継続
や再就職などに関する相談
を受けています。

◎発病の機構が明らかでなく
◎治療方法が確立していない
◎希少な疾病であって
◎長期の療養を必要とするもの

◎難病のうち、以下の要件を全て満たすもの
　◎患者数が本邦において一定の人数（人口の0.1％程度）に達しないこと
　◎客観的な診断基準（又はそれに準ずるもの）が確立していること

階　層
区　分

生活保護

患者負担割合:２割

自己負担上限額（外来＋入院）

原則

一般 高額かつ
長期※ 一般

特定疾患
治療研究事業
の重症患者

人工
呼吸器等
装着者

人工
呼吸器等
装着者

既認定者（経過措置３年間）階層区分の基準
（ ）内の数字は、夫婦２人世帯
の場合における年収の目安（  ）
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市町村民税
非課税
（世帯）

市町村民税
課税以上7.1万円未満
（約160万円～約370万円）

市町村民税
7.1万円以上25.1万円未満
（約370万円～約810万円）

市町村民税25.1万円以上
（約810万円～）

入院時の食費 全額自己負担 １／２自己負担

本人年収
～80万円

本人年収
80万円超～

低所得Ⅰ

低所得Ⅱ

一般所得Ⅰ

一般所得Ⅱ

上位所得

難病 （難病の患者に対する医療等に関する法律 第1条）

参考 特定医療費の支給について（自己負担の考え方）

指定難病（医療費助成の対象）（難病の患者に対する医療等に関する法律 第5条）

※患者数等による限定は行わず、 他の施策体系が樹立されていない
疾病を幅広く対象とし、調査研究・患者支援を推進。

※「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が５万円を超える月が年間６回以上ある者（例えば医療保険の２割負担の場合、医療費の自己負担が１万円を超える月が年間６回以上）。

例1） 一般所得Ⅰの者が自己負担上限額（月額:1万円）まで負担する場合 （自己負担上限額:1万円＜医療費の2割:2万円）

例2） 一般所得Ⅰの者が医療費の「2割」まで負担する場合 （自己負担上限額:1万円＞医療費の2割:0.8万円）

（単位:円）

医療費 10万円

公費負担：2万円（3万円－1万円）自己負担上限額：1万円

医療保険給付分（7割）一般的な窓口負担（3割） 
3万円

医療費 4万円

公費負担：0.4万円（1割）自己負担額：0.8万円（2割）

医療保険給付分（7割）一般的な窓口負担（3割） 
1.2万円

主な必要書類

①特定医療費支給認定申請書、診断書
②住民票、市町村民税（非）課税証明書などの課税状況を確認できる書類（こちら
は世帯全員分が必要です）。

③健康保険証の写し など
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